仕　様　書

１　業務名
「移住者とつくる移住・定住促進プロジェクト」業務

２　事業の目的
[bookmark: _Hlk227154809]本市における移住施策については、これまでは給付型施策を中心に実施してきたところであるが、今後は、本市の活性化に資する人材が移住し、その人材が継続的に移住者を呼び込む「人が人を呼び込む」施策へと転換を図る必要がある。
本事業では、佐賀市での暮らしの具体的な姿や魅力を可視化し、移住希望者が本市での生活を具体的にイメージできる環境を整備する。そのため、移住検討者にとって有益かつ実効性のある移住支援サイトを構築し、情報発信の強化を図る。
あわせて、幅広いジャンルで活躍する佐賀市への移住者及び移住経験者によるコミュニティを創設し、ワークショップ等を通じて、当事者の視点や実体験を共有・蓄積することで、移住者目線による新たな独自施策の検討及び実行に繋げる。
これらの取組により、移住検討段階から移住後まで切れ目のない支援体制を構築し、持続的に人を呼び込む移住施策への転換を実現し、移住者の定着につなげることを本事業の目的とする。

３　用語の定義
(1) 移住者　
近年、本市への定住を目的として住所を異動した者。転勤での転入のうち、転出後も本市への関与を継続する者は含む。
(2) 移住経験者　
過去に、本市に住所を異動し、長期にわたり本市に居住している者
(3) 移住検討者
本市に住所を異動していないが、定住を目的として本市への住所の異動を検討している者
(4) 移住者コミュニティ
移住者及び移住経験者による集まり、共同体。移住検討者も参画することができる。
(5) 移住者会議
移住者及び移住経験者で構成する会議、集まりであり、本市の移住施策について検討や施策提案を行う場

４　委託業務期間
契約締結の日から令和９年３月３１日（水）まで

５　委託業務の内容
「２ 事業の目的」に向けた一切の業務とし、具体的には次のとおりとする。
(1) 委託事業の計画・準備
本業務の実施に係る詳細な計画作成を行うこと。
(2) 移住・定住情報発信事業の実施
[bookmark: _Hlk155337748]①　移住支援サイト等の企画・設計
ターゲット設定、掲載コンテンツの構成案作成、サイト全体設計を行うこと。
②　移住支援サイト等のデザイン制作及び構築
デザイン制作、コーディング及び必要なシステム構築を行い、公開すること。
③　移住支援サイト等のコンテンツの企画・制作
移住者インタビュー等を含むコンテンツの企画・取材・制作を行うこと。
④　移住支援サイト等の公開後の運用支援
公開後の軽微な修正対応及びアクセス状況の分析・報告を行うこと。
⑤　移住支援サイト等の公開後の運用方法
公開後の運用方法についての具体的な案を示すこと。（例：運用主体、費用など）
※令和９年３月３１日までの運用保守にかかる費用については、本業務の経費に含むこと。
(3) 移住者コミュニティの創設、運営支援
①　移住者コミュニティの創設及び運営支援
佐賀市への移住者及び移住経験者を対象としたコミュニティを創設し、移住者コミュニティが主体となった事業実施に繋がるよう、コミュニティの自立に向けた運営支援を行うこと。
②　移住者会議（ワークショップ）の企画・運営（２回以上）
テーマ設定、資料作成、進行、記録作成を含め実施すること。
③　ワークショップでの意見等の整理
議論内容を整理し、課題・提案事項を取りまとめた報告書を作成すること。
(4) 移住施策の実施
①　移住者会議（ワークショップ）に基づく施策提案書の作成
移住者会議（ワークショップ）での検討内容を踏まえ、移住者目線による新たな移住施策案を提案書として取りまとめること。
②　施策提案書に基づく新たな移住施策の実施
前号により作成した施策提案書のうち、市が実施を決定した施策について、本業務の範囲内において、企画具体化、関係者との調整、運営補助その他必要な業務を行うこと。
(5) 次年度に向けた検討
本市では、当該事業と並行して、本業務の受託事業者を実施事業者として内閣府「地域未来交付金」を活用した事業（以下「国庫交付金事業」という。）を検討している。それに向けた委託者との協議及び事業に関する提案や必要な対応を行うこと。
①　上記(1)から(4)までの業務に加え、国庫交付金事業で実施するべきと考える取組の提案
②　国庫交付金事業の計画書作成及び関係者との調整の支援
③　上記(1)から(4)までの業務と提案する国庫交付金事業との間の事業内容、対象経費及びスケジュールの調整・区分等の整理

６　成果品
(1) 施策提案書
(2) 実績報告書（効果検証等を含む）（実績の分かる資料（新聞記事、写真等）を添付すること）

７　法令等の遵守
(1) 「佐賀市情報セキュリティポリシー」を遵守すること。なお、個人情報の取扱いについても契約書に添付する「個人情報取扱特記事項」を遵守すること。
(2) 民法（明治29年法律第89号）、刑法（明治40年法律第45号）、著作権法（昭和45年法律第448号）、不正アクセス行為の禁止等に関する法律（平成11年法律第128号）等の関係法規を遵守すること。
[bookmark: _Hlk223422776](3) 個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）及び個人情報保護に関するガイドライン等を遵守し、個人情報を適正に取り扱うこと。

８　業務の再委託
受託者は、委託業務の処理を他に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、書面により委託者の承諾を得たときは、この限りでない。

９　機密の保持
(1) 受託者は、本業務を実施するに当たり、委託者から取得した資料（電子媒体、文書、図面等の形態を問わない。）を含め契約上知り得た情報を、第三者に開示又は本業務に係る作業以外の目的で利用してはならない。ただし、次のいずれかに該当する情報は除くものとする。
①　取得した時点で、既に公知であるもの
②　取得後、自らの責によらず公知となったもの
③　法令等に基づき開示されるもの
④　委託者から秘密でないと指定されたもの
⑤　第三者への開示又は本業務に係る作業以外の目的で利用することにつき、事前に委託者と協議の上、承認を得たもの
(2) 委託者の許可なく、取り扱う情報を指定された場所から持ち出し、あるいは複製してはならない。
(3) 本業務に係る作業に関与した者が異動した後においても、機密が保持される措置を講じるものとする。

１０　その他の留意事項
(1) 本業務委託により生じた成果品の著作権（著作権法第21条から第28条に定めるすべての権利を含む）は委託者に帰属するものとする。また、委託者は成果品を、無償で自由に二次利用できるものとするとともに、制作者は委託者に対し著作者人格権を行使しないものとする。
(2) 本業務の遂行に当たり、第三者が所有する権利を用いる場合においては、権利関係の処理等を適切に行うものとする。
(3) 本業務の遂行に当たり疑義等が発生した場合においては、詳細を委託者へ報告の上、必要に応じて協議を行なうものとする。
(4) 本仕様書の記載事項で変更する必要が生じたときは、委託者と協議の上、変更することができるものとする。
(5) 本仕様書に記載されていない事項及び記載内容に疑義が生じたときは、委託者と協議の上、決定するものとする。
8

